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②

新設法人の減価償却率

Q:当社は、昨年12月に設立され、この

3月に第1回目の決算を迎えました。設立第

1期は減価償却の償却率が通常の場合と異な

るそうですが、その内容を教えてください。

Aｰ：事業年度が1年に満たない場合には、

｢改定償却率」を使って、減価償却費を計算

します。

【解説】

法人を設立した設立1期目や決算期を変更

した場合には、その法人の事業年度が1年に

満たないことがあります。このように事業年

度が1年に満たない場合の償却限度額は、償

却方法ごとに次のようにして改定償却率を求

め、計算することになっています。

(1)定率法の改定償却率
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改定耐用年数に応ずる定率法の償却率
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(2)定額法の改定償却率

法定耐用年数に

応ずる償却率
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その事業年度の月数

その事業年度の月数
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(注)①事業年度の月数は、暦に従って計算し、

1月に満たない端数を生じたときは、

これを1月とします。

②改定耐用年数に1年未満の端数がある

ときは、その端数は切り捨てます。

③改定耐用年数が100年を超える場合

には、その償却限度額は一定の方法で

計算します。

④定額法の改定償却率の端数は、小数点

以下3位未満を切り上げます。
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